
参考資料１ 相続人調査業務フロー図 

 

死亡確認 

↓ 

所有者確認（不動産登記簿取得（法務局）） 

↓ 

相続人確認（戸籍謄本取得（本市及び他市町村）、相続放棄照会（家庭裁判所）） 

↓   ↑              ↓ 

相関図作成     →     相続人不在 

↓             ↓   ↑ 

相続人確定           使用状況確認（水道、電気、ＪＡ） 

↓                ↓ 

相続人に賦課替え      使用状況確認（上記で使用者と思料される方対象） 

                         ↓ 

             使用確認の場合は、使用者に賦課替え 

 

相続人及び使用者不在の場合は、「相続財産法人」に賦課替え 


